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国　税／�給与所得者の年末調整�

� 今年最後の給与を支払う時

国　税／�給与所得者の扶養控除等（異動）申告書�

及び保険料控除申告書の提出� �

� 今年最後の給与を支払う前日

国　税／�11月分源泉所得税の納付� 12月10日

国　税／�10月決算法人の確定申告�

（法人税・消費税等）� 1月5日

国　税／�4月決算法人の中間申告� 1月5日

国　税／�1月、4月、7月決算法人の消費税の中間申告�

（年3回の場合）� 1月5日

地方税／�固定資産税・都市計画税（第3期分）の納付

� 市町村の条例で定める日

労　務／�健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払

届� 支払後5日以内

12 2014（平成26年）

債権消滅時効期間の見直し　民法では、債権の時効期間を原則10年とするとともに、
飲食料金は１年、医師の報酬は３年などとする職業別の時効期間を定めています。この
職業別の短期消滅時効規定を削除するとともに、時効期間を原則５年に統一する民法改
正法案が来年春の通常国会に提出される予定です。
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◆  1 2 月 の 税 務 と 労 務 12月 （師走）DECEMBER

23日・天皇誕生日

日 月 火 水 木 金 土
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12月号─2

◎
医
療
機
器
の
需
要
は
増
加

　

世
界
的
に
高
齢
化
が
進
み
、
先
進

国
だ
け
で
な
く
中
国
、
ロ
シ
ア
も
含

め
て
、
二
〇
四
五
年
に
は
六
五
歳
以

上
の
人
口
比
率
は
二
一
％
を
超
え
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
日

本
は
高
齢
化
が
進
み
、
二
〇
四
〇
年

に
は
高
齢
化
率
が
四
〇
％
に
達
し
ま

す
。

　

高
齢
化
に
伴
い
治
療
に
使
用
さ
れ

る
医
療
機
器
へ
の
需
要
は
増
加
し
て

お
り
、
二
〇
〇
七
年
に
は
、
四
、三
四
四

億
ド
ル
だ
っ
た
世
界
の
医
療
機
器
市

場
は
今
後
も
拡
大
す
る
見
通
し
。
日

本
で
は
、
高
齢
化
率
が
高
く
、
医
療

機
器
の
技
術
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
輸
入
が
多
い
こ
と
か
ら
、
輸
入
を

減
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
高
い
成
長
が

見
込
め
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

世
界
の
医
療
機
器
市
場
が
二
三
兆

円
で
、
そ
の
う
ち
日
本
国
内
の
医
療

機
器
市
場
は
二
〇
一
〇
年
に
約
二・
三

兆
円
と
な
っ
て
お
り
、
世
界
の
一
〇

％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

医
療
機
器
は
、
医
療
行
為
上
の
効

果
・
機
能
か
ら
「
治
療
系
機
器
」
と

「
診
断
系
機
器
」
に
大
き
く
分
類
さ

れ
ま
す
。

　

治
療
系
機
器
は
、
中
小
企
業
が
主

体
で
あ
り
、
国
内
市
場
の
約
七
〇
％

を
輸
入
に
頼
っ
て
お
り
、（
市
場
規
模

の
大
き
い
人
工
関
節
、
コ
ン
タ
ク
ト

レ
ン
ズ
等
も
八
〇
％
以
上
輸
入
に
依

存
）
診
断
系
機
器
は
、
大
手
企
業
が

主
体
で
、
輸
出
が
輸
入
を
上
回
っ
て

い
る
状
況
で
す
。

　

治
療
系
機
器
は
診
断
系
機
器
以
上

に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
た
め
大
企
業

に
よ
る
参
入
が
進
ま
ず
、
中
小
企
業

の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
企

業
規
模
の
大
き
さ
が
必
ず
し
も
競
争

力
に
直
結
し
ま
せ
ん
が
、
研
究
開
発

力
や
知
名
度
、
医
療
機
関
と
の
繋
が

り
と
い
っ
た
面
で
の
差
が
あ
り
ま
す
。

　

欧
米
の
主
要
メ
ー
カ
ー
が
、
医
療

機
器
と
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
パ
ッ
ケ
ー

ジ
と
し
た
積
極
的
な
海
外
展
開
を
推

進
す
る
な
か
、
日
本
は
遅
れ
を
と
っ

て
い
ま
す
。

〈
国
内
規
制
〉

　

医
療
機
器
の
規
制
を
欧
米
と
比
較

す
る
と
、
日
本
の
規
制
は
厳
し
い
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
欧

州
で
は
企
業
の
申
請
と
第
三
者
機
関

の
認
証
で
販
売
が
可
能
で
す
。

　

審
査
体
制
で
は
欧
米
と
も
審
査
人

員
の
質
・
量
と
も
に
日
本
よ
り
レ
ベ

ル
が
高
く
な
る
と
と
も
に
、
医
療
機

器
の
改
善
に
つ
い
て
柔
軟
な
審
査
体

制
を
敷
い
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
医
療
機
器
は
薬
事
法
で
規

制
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
薬
事
法
は
医

薬
品
を
前
提
に
作
ら
れ
て
い
る
法
律

で
あ
り
、
医
療
機
器
は
、
医
薬
品
と

比
較
し
て
種
類
が
多
く
、
効
果
・
効

能
が
医
者
の
技
術
に
左
右
さ
れ
、
医

薬
品
と
は
多
く
の
相
違
点
が
あ
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
医
薬
品
と
医
療

機
器
を
同
じ
薬
事
法
で
規
制
す
る
こ

と
自
体
に
限
界
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
の
特
徴
と
し
て
、
苦

情
リ
ス
ク
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
参
入
を
阻
害

し
、
輸
入
に
依
存
す
る
体
質
に
も
な

っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
医
療
機
関
の
医
療
機
器
の

症
例
が
分
散
化
し
て
お
り
、
医
者
の

医
療
機
器
に
対
す
る
習
熟
度
が
向
上

し
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
医
療
機
器
の
開
発
の
面
か
ら

諸
外
国
に
比
べ
不
利
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

医
療
機
器
の
価
格
が
諸
外
国
に
比

べ
高
い
と
い
う
内
外
価
格
差
の
問
題

も
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
医

療
費
の
増
大
に
繋
が
り
、
最
終
的
に

国
民
の
負
担
と
も
な
り
、
今
後
是
正

す
べ
き
問
題
と
言
え
ま
す
。

　

国
内
の
厳
し
い
規
制
が
医
療
機
器

の
開
発
の
遅
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

前
記
の
よ
う
に
日
本
の
医
療
機
器

は
薬
事
法
に
よ
り
規
制
さ
れ
て
お
り
、

人
体
に
及
ぼ
す
リ
ス
ク
の
程
度
に
応

じ
て
ク
ラ
ス
Ⅰ
〜
Ⅳ
に
ク
ラ
ス
分
け

さ
れ
て
い
ま
す
。
リ
ス
ク
の
高
い
製

品
に
つ
い
て
は
、
専
門
機
関
Ｐ
Ｍ
Ｄ

Ａ
に
よ
る
承
認
が
必
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。
国
内
メ
ー
カ
ー
が
強
い
と
さ

医
療
機
器
業
界
の

現
状
と

中
小
企
業
の

参
入
方
法
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れ
る
診
断
系
機
器
は
比
較
的
リ
ス
ク

の
低
い
ク
ラ
ス
Ⅱ
に
、
外
資
系
企
業

が
強
い
治
療
系
機
器
は
リ
ス
ク
が
高

い
ク
ラ
ス
Ⅲ
・
Ⅳ
に
集
中
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
の
医
療
機
器
の

規
制
環
境
は
、
欧
米
に
比
べ
厳
し
過

ぎ
る
こ
と
か
ら
、
規
制
緩
和
の
方
向

に
進
ん
で
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

規
制
が
緩
和
さ
れ
る
と
さ
ら
に
、
海

外
の
最
先
端
機
器
の
輸
入
が
増
加
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
国
内
の

メ
ー
カ
ー
は
、
本
格
的
な
規
制
緩
和

が
さ
れ
る
前
に
競
争
力
を
高
め
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〈
異
業
種
か
ら
の
参
入
〉

　

前
述
の
よ
う
な
参
入
障
壁
が
あ
り

ま
す
が
、
高
齢
化
率
が
特
に
高
く
、

日
本
で
は
数
少
な
い
医
療
機
器
は
成

長
分
野
で
あ
り
、
ま
た
、
景
気
の
変

動
に
あ
ま
り
左
右
さ
れ
な
い
安
定
分

野
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
属
加
工
や

電
子
機
器
、
Ｉ
Ｔ
産
業
等
医
療
機
器

に
転
用
で
き
る
技
術
を
持
つ
企
業
か

ら
の
参
入
の
動
き
が
活
発
化
し
て
い

ま
す
。

　

参
入
す
る
場
合
の
注
意
す
べ
き
点

と
し
て
は
、
医
療
機
器
は
ユ
ー
ザ
ー

で
あ
る
医
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
作

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
部
材
メ
ー

カ
ー
と
完
成
品
メ
ー
カ
ー
と
の
間
で

リ
ス
ク
を
相
応
に
負
担
す
る
こ
と
で

す
。
医
療
機
器
業
界
に
参
入
す
る
場

合
に
完
成
品
メ
ー
カ
ー
に
部
材
を
供

給
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
こ

ま
で
リ
ス
ク
を
負
担
で
き
る
か
に
よ

っ
て
、
収
益
性
が
大
き
く
異
な
り
ま

す
。

　

例
え
ば
、
医
療
機
器
の
部
材
と
し

て
供
給
し
て
い
て
も
、
ど
の
よ
う
に

使
わ
れ
る
か
も
知
ら
ず
に
完
成
品
メ

ー
カ
ー
が
、
す
べ
て
の
リ
ス
ク
を
負

担
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
収
益
性
は

極
め
て
低
く
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
医
療
機
器
分
野
に
新
規
に

参
入
す
る
に
は
、
自
治
体
か
ら
の
支

援
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
（
補
助
金
等
の

対
象
に
な
ら
な
い
か
な
ど
）。

○
事
例
（
現
在
の
事
業
を
縮
小
し
て

医
療
機
器
分
野
に
進
出
）

　

都
内
に
あ
る
Ｔ
社
は
、
特
殊
工
具

メ
ー
カ
ー
で
、
工
作
機
械
に
取
り
付

け
る
切
削
工
具
の
中
で
も
特
殊
工
具

に
特
化
し
て
開
発
・
製
造
を
し
て
い

ま
す
。

　

設
計
の
チ
ー
ム
は
三
名
で
、
営
業

か
ら
の
情
報
を
も
と
に
顧
客
の
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
た
設
計
・
製
造
を
し
て

お
り
、
売
上
の
九
五
％
が
特
注
品
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

八
年
く
ら
い
前
ま
で
は
、
自
動
車

向
け
が
七
〇
％
で
し
た
が
、
現
在
は

四
〇
％
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

航
空
機
や
医
療
機
器
向
け
の
工
具

の
割
合
を
増
加
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
社
長
自
身
が
自
動
車
業

界
の
将
来
を
見
据
え
て
、
今
後
ガ
ソ

リ
ン
車
が
減
る
と
見
込
み
、
医
療
機

器
や
航
空
機
の
分
野
へ
の
進
出
を
図

っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

Ｙ
大
学
（
乳
が
ん
の
手
術
に
使
う

機
器
の
開
発
）
や
Ｔ
大
学
（
骨
を
削

る
た
め
の
工
具
の
開
発
）
等
で
共
同

研
究
も
進
め
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
人
工
関
節
メ
ー
カ
ー
を
通

し
て
工
具
の
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
後
は
、医
療
機
器
を
主
体
と
し
て
、

海
外
の
メ
ー
カ
ー
に
ど
う
売
り
込
む

か
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
医
療
機
器
の
分
野
で
は
、

ア
メ
リ
カ
の
シ
ェ
ア
が
四
〇
％
と
高

い
状
況
で
す
。

　

海
外
の
医
療
機
器
の
チ
ャ
ン
ネ
ル

を
有
し
て
い
る
大
手
企
業
と
提
携
す

る
か
、
韓
国
や
ド
イ
ツ
の
展
示
会
な

ど
を
通
し
て
独
自
に
販
路
の
開
拓
を

図
っ
て
い
く
か
等
を
検
討
し
て
い
る

段
階
で
す
。

〈
日
本
の
強
み
と
弱
み
〉

　

日
本
の
医
療
機
器
の
強
み
、
弱
み

と
し
て
捉
え
る
と
、強
み
と
し
て
は
、

高
度
な
加
工
技
術
や
特
殊
素
材
を
持

つ
メ
ー
カ
ー
を
有
し
て
い
る
こ
と
、

診
断
系
機
器
に
お
け
る
プ
レ
ゼ
ン
ス

が
高
い
こ
と
、
高
齢
化
率
が
特
に
高

い
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す

　

弱
み
と
し
て
は
、
リ
ス
ク
に
対
す

る
過
剰
な
意
識
が
あ
る
こ
と
、
厳
し

い
環
境
が
あ
る
こ
と
、
新
興
国
企
業

の
台
頭
、
規
制
緩
和
に
よ
る
一
時
的

な
輸
入
増
加
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

国
内
で
輸
入
依
存
度
が
高
く
な
っ

て
い
る
背
景
に
は
、
過
剰
な
規
制
や

高
い
苦
情
リ
ス
ク
等
の
コ
ス
ト
が
か

さ
む
割
に
は
、
市
場
が
細
分
化
さ
れ

リ
タ
ー
ン
が
見
込
め
な
い
と
い
う
要

因
が
あ
り
ま
す
。

　

従
っ
て
、医
療
機
器
メ
ー
カ
ー（
特

に
治
療
系
）
と
し
て
は
国
内
で
の
開

発
・
販
売
に
拘
ら
ず
、
ま
ず
は
拡
大

す
る
海
外
市
場
で
の
シ
ェ
ア
を
伸
ば

す
こ
と
で
競
争
力
を
高
め
、
中
長
期

的
に
規
制
緩
和
等
の
環
境
整
備
が
さ

れ
た
段
階
で
、
輸
入
品
に
奪
わ
れ
て

い
る
国
内
シ
ェ
ア
を
取
り
戻
す
こ
と

が
大
切
で
す
。
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　取引きをする際、契約書を互いに作成し
ておくことは、後日のトラブルを防ぐため
に大切なことです。そして、また、契約書
の内容に沿って実施されているかというこ
とも同様です。
　事例を紹介しましょう。
《事　例》
　Ａ病院の清掃は、Ｂ清掃会社（以下、Ｂ社）
が担当して15年になる。この間に、Ｂ社
の担当者や現場責任者が３回交代し、清掃
員も30数名替わったが、15年間清掃作業
内容は変わらなかった。
　Ａ病院は、事務長が業務責任者として窓
口業務を兼任していた。この事務長が定年
退職し、取引先銀行から後任となる事務長
が送り込まれた。
　新事務長は早速、業務を点検。契約では
「もっと丁寧にしてもらうことになっている」
とＢ社にクレームをつけた。

　なお、Ａ病院にはＢ社の他に、Ｃ社も清
掃業務を受託している。
Ｂ社の対応
●　Ｂ社は、事務長交代の時、すぐに新事
務長へ挨拶に行かなかったことに気付
き、現場責任者と本社・営業部長が同行
し、改めて挨拶に行き事情を聴いた。
　　両人は、Ａ病院との清掃業務契約書が
社内になかったことから、新事務長のあ
いまいな“もっと丁寧な清掃”にという
指摘には、専門的な返答を繰り返した。
　　新事務長も、どのようにすべきかが分
からず１ヵ月が経過。そして、Ａ病院の
顧問弁護士の指導を受け、15年前の契
約書をみつけた。
●　結果、契約書には「洗剤、トイレット
ペーパー」はＢ社負担となっていた。
　　しかし、トイレットペーパーだけは納
入業者の手違いで15年間、Ａ病院に直接
納品されてＡ病院が支払っていたことが
判明…。Ｂ社は15年間分の代金支払いを
申し出たものの契約は打ち切りとなった。

　Ｔ社が、国内企業（全国の28万社につ
いて）の「後継者問題に関する企業実態調
査」を公表しました。
　調査結果によると、企業の65.4％が後
継者不在であり、社長の年齢が「60歳代」
の企業では53.9％、「70歳代」は42.6％、
「80歳代以上」でも34.2％で不在でした。
　「後継者あり」と答えた34.6％の企業を
みると、その後継者は、「子供」38.4％、「配
偶者」10.9％、「非同族」30.7％となりま
した。３年前の調査と比較し「配偶者」が
5.9ポイント減少した一方で、「非同族」が
4.1ポイント増加しました。
　また、平成24年以降の社長交代率は
10.8％。業種別にみると、建設業（8.5％）
や小売業（8.6％）で承継が進んでいません。
　Ｔ社では、社長の高齢化に伴い、配偶者
への事業承継が難しくなっているほか、同
族外でも利用可能となった事業承継税制な
どの影響もみられると捉えています。

　

Ｕ
氏
は
、
建
設
工
事
業
を
起
業
し

長
年
、
社
長
業
を
務
め
て
き
ま
し
た

が
、
体
力
・
気
力
の
限
界
を
感
じ
て

社
員
の
Ｋ
君
を
社
長
に
指
名
。
会
社

運
営
の
大
事
な
仕
事
で
あ
る
資
金
調

達
を
勉
強
さ
せ
る
た
め
、
取
引
銀
行

の
支
店
長
に
Ｋ
君
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

Ｕ
氏
は
、
Ｋ
君
の
勤
勉
さ
技
術
力

の
高
さ
が
、
当
社
の
現
在
の
好
業
績

に
繋
が
っ
て
い
る
と
執
拗
に
話
し

て
、
無
担
保
で
Ｋ
君
へ
の
一
千
万
円

の
融
資
を
申
し
込
み
ま
し
た
。
そ
の

と
き
、
支
店
長
は
首
を
縦
に
振
っ
た

の
で
す
（
な
お
、
Ｋ
君
は
両
親
が
健

在
で
、
土
地
・
家
屋
は
Ｋ
君
の
父
親

名
義
、
Ｋ
君
所
有
の
不
動
産
は
あ
り

ま
せ
ん
）。

　

そ
の
二
日
後
、
融
資
担
当
者
が
い

ろ
い
ろ
と
書
類
を
揃
え
て
き
ま
し
た
。

最
後
の
書
類
は
Ｕ
氏
の
個
人
保
証
を

求
め
る
も
の
で
し
た
。

　

Ｕ
氏
は
、
改
め
て
銀
行
の
仕
組
み

を
知
り
、
事
業
承
継
の
難
し
さ
を
感

じ
た
と
言
い
ま
す
。

契約書に注意

国内企業の後継者の実態
事
業
承
継
の
難
し
さ


